
注 文 書

１ 契約番号 2026000369

２ 件 名 大崎市小型消防ポンプ付軽積載車購入

３ 購入台数 2台

４ 納入場所 大崎市古川七日町1番1号

５ 納入期限 令和9年3月12日

６ 添付書類 （１）仕様書

（２）明細書

７ 担 当 課 大崎市総務部防災安全課

大 崎 市



大崎市小型消防ポンプ付軽積載車購入

特記仕様書

大 崎 市



大崎市小型消防ポンプ付軽積載車購入特記仕様書

この仕様書は，大崎市において令和8年度に購入する小型消防ポンプ付軽積載車に関する事項

について定めるものとする。

１．規格及び基準の適合

小型消防ポンプ付軽積載車は別途積載車についての「国が行う補助の対象となる消防施

設の基準額」(昭和29年総理府告示第487号)中の標準として備えるべき付属品に関する項目

及び｢動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令｣(昭和49年自治省令第35号)及び｢道路運

送法車両の保安基準｣(昭和26年運輸省令第67号)の関係基準に適合するものとし，国土交通

省，軽自動車検査協会の一括審査による認可を取得したシャーシを用いたものであること。

２．艤 装

受注者は，本仕様書に基づき小型消防ポンプ付軽積載車の艤装用外観図を提出し，大崎市

の承認を得たあと艤装に着手すること。ただし，一括申請の関係上，艤装形態は一括申請を

取得し，認可された艤装形態通りのものとする。

３．シャーシ

(1) 車 両 ・年式：2026年式

・軽四輪駆動デッキバンタイプ（エアコン付）

・排気量 660cc

・トランスミッション オートマチックトランスミッション

・乗車定員 4名

(2) シャーシ仕様 ・室内4人乗車とする。

・キャビンはハイルーフ仕様とする。

・キャビンと荷台は隔離されていること。

４．シャーシ付属品

(1) 愛車セット (2) フロアマット (3) バックブザー (4)ドアバイザー

(5) 標準工具一式 (6) 取扱説明書・整備記録簿 (7) スペアタイヤ (8) スタッドレスタイ

ヤ

５．小型消防ポンプ

積載するポンプは「動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令」中に定められた，小型

消防ポンプで，日本消防検定協会の受託試験に合格したものとする。

(1) 級 別 B－3級，4ストローク又は2ストローク，乾燥重量 概ね90 kg以内，標準付

属品一式付

(2) 参 考 品 ① VF53BS （トーハツ）標準付属品一式付

② FF410AS （シバウラ）標準付属品一式付

上記のポンプ，または同等以上とする。同等品により入札に参加する場合

は，質問の受付期限までに，設計図書等に関する質問・回答書により同等品

の製品名，型式，メーカー名等を記載し，規格・性能等が確認できるカタロ

グ等を添付のうえ，同等品であることの確認を受けること。

６．構 造

(1) 運転室上部に赤色回転灯，電子サイレン用スピーカー，団名標識灯は専用ラックを設け取

り付けること。

(2) 小型消防ポンプ積載装置



小型消防ポンプは，荷台部に設置する。なお，小型消防ポンプは，キャビンと完全に仕切

られた車両の軸重配分を考え設置し，専用の小型消防ポンプ積載装置によって簡便に積載及

び積み降ろしができることとし，車の後方から容易に操作できるよう設置すること。また，

ポンプの冷却水は積載したまま排出できるような構造とし，積載したままのポンプ運転を可

能とすること。

(3) ホース収納装置

小型消防ポンプの横に65mmホース5本を収納できるホース収納ラックを設置すること。

(4) ヤグラ

ヤグラは，キャビンより後部に渡って設置し，車体最後部のゲート型フレームに接続する

こと。また，ゲート型フレーム最後部上部左右に赤色点滅灯を設置すること。

(5) ステップ関係

ステップは車両の後部に設け，ステップの床面はアルミニウム製縞鋼板で処理すること。

(6) 電子サイレン，赤色回転灯，赤色点滅灯，団名標識灯の操作スイッチ（AM・FMラジオ付）

は専用のヒューズを介し，助手席のダッシュボード上部にまとめて取り付けること。

(7) 消防団マークを車両前面の中央部に取り付けること。

(8) 吸管取付装置は荷台後部のゲート型フレームに設置し，容易に脱着できる構造とすること

。

(9) 車両については，スタットレスタイヤ装着にて納入し，普通タイヤは必要としない。

(10) 車両のバッテリーと消防ポンプのバッテリーを充電する装置を設けること。

７．付属品関係

(1) 梯子は，キャビン上部に専用の取付金具によって取付け，梯子の横には鳶口が2本まで取

付可能な取付金具を設けること。

(2) 車両後部左側にサーチライトを取付け，点灯スイッチはサーチライト下部の専用スイッチ

にて行えるよう配線すること。

(3) 後部ヤグラ右側上部には管鎗を設置し，後部ヤグラ左側にはホース背負器を設置すること

。消火器はキャビン後部に懸架する方式で取付けること。

(4) 媒介金具，消火栓キー，消火栓開閉金具（地上・地下）は，荷台中央付近に設置すること

。

８．塗装及び文字入線引

(1) シャーシのキャビン及び荷台はメーカー塗装の消防色とし，艤装各部は完全な錆止め処理

を行い，充分にプライマー処理及び下塗りを行った後，消防色にて仕上げ塗装をすること。

(2) 記入文字（反射白文字）については，すべて左から右側へ記入すること。

(3) 文字入仕様は，車両本体の前後ドアの両側及び団名標識灯に文字を記入するものとする。

(4)上記，記入文字の大きさ等については別途協議とする。

９．標準艤装

品 名 個 数 品 名 個 数

ポンプ積載装置 傾斜式レール 1式
赤色点滅灯(後方左右)

LED式 LFA-100
2式

ゲート型フレーム 1式
団マーク

シールタイプ
1式

リアステップ 1 ホースラック 1式

赤色回転灯LED式

NF-MS-VXKJ1-LB
1式 サーチライトLED式 1式

電子サイレン

TSK-D151 AUX付
1式 AM・FMラジオ 1式



10．標準取付付属品

11．登録の費用

自動車重量税・自賠責保険料・自動車リサイクル料は発注者が負担し，車庫証明その他

積載車の緊急指定新規登録に伴う一切の費用は，受注者が負担する。

12．登録の代行

小型ポンプ付軽積載車製作完了後，新規登録のための手続を代行し，東北陸運局宮城陸運

支局の行う当該検査に合格させること。

13．保証

小型ポンプ付軽積載車の保証は1年とする。

なお，保証期間後であっても製作上及び材質不良等に起因する故障等の問題が生じたとき

は，受注者が無償により修復するものとする。

14．検査

検査は，大崎市の指定する場所において本仕様書に基づいて実施する。ただし，検査・納

入引渡しに伴う燃料及び走行試験等の油脂代は，受注者が準備するものとする。

品 名 仕 様
個数

数
品 名 仕 様 個数

吸水管 バンド付 75㎜×6m 1 ホースブリッジ S型 1式

吸水管ポリカゴ 75㎜ 1 消火栓開閉金具 地上式 1

吸水管ストレーナ 75㎜ 1 〃 地下式 1

吸水管ロープ 10㎜×10m 1 〃 消火栓キー 1

吸水管枕木 ゴム製 1 スコップ 剣先 1

消火栓媒介金具
75ﾒｽねじ

×65差ﾒｽ
1

自動車用消火器 10型 1

鳶口 1.8ｍ 2

ホース 1年保証付 65㎜×20m 5 梯子(伸縮式) 1.8ｍ 1

管鎗 65㎜ YONE製 1 車輪止め ゴム製 1組

中継媒介金具逃し弁付

き
コワレンゾー 1

燃料携行缶

納品時補給
金属10L 1

噴霧ノズル 23㎜×65㎜ 1 作業灯 1

二又金具 D型 YONE製 1 ポンプ工具 1

ポンプ用充電器 12V用 1
ホース背負器

カバー付き
1

ポンプ用サーチライト 取付金具付 1 旗立て装置 1

フローティング式スト

レーナ

ツノ式75㎜

取付金具付

流量最大1,500L

可能最低水深

2㎝

1 無反動管鎗α
取付金具なし

YONE製
1

ヴァリアブルノズル 23㎜ YONE製 1



15．納入台数 2台

16．納入場所 大崎市古川七日町1番1号

17．納入期限 令和9年3月12日とする。

18．暴力団等の排除について

（1）この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則(平成25年6月1日施行。以下

「排除規則」という。)の措置要件に該当すると認められたときは，契約を解除することが

ある。

（2）本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請負させ，若しく

は受託させてはならない。また，この契約の下請負若しくは受託をさせた者が，排除規則の

措置要件に該当すると認められるときは，当該下請契約等の解除を求めることがある。

（3）この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」という。）か

ら不当要求又は妨害を受けたときは，速やかに警察への通報を行い，捜査上必要な協力を行

うとともに，発注者へ報告すること。また，この契約の下請負若しくは受託をさせた者が，

暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは，同様の措置を行うよう指導すること。

なお，暴力団員等から不当要求又は妨害を受け，適切に警察への通報，捜査協力及び発注

者への報告が行われた場合で，これにより，履行遅延等が発生すると認められるときは，必

要に応じて，工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。

19．その他

(1) その他，必要な事項については受注者と発注者の協議により決定するものとする。



（単位：円）

参　考　明　細　書

費目 工種・種別 数量 単位 単価 金額 摘要 備考

車体 2 台
別紙明細書
のとおり

標準艤装 2 台
別紙明細書
のとおり

小型動力ポンプ 2 台
別紙明細書
のとおり

参考品
VF53BS（トーハツ）
FF410AS（シバウラ）

標準取付付属品 2 台
別紙明細書
のとおり

小計

小　　　　　　計

消費税（10％）

総　　　　　　計



＜車　体＞ （単位：円）
明　　細　　書

費目 工種・種別 数量 単位 単価 金額 摘要

660㏄　デッキバン
4ＷＤ　寒冷地仕様(エ
アコン付)  A/T

1 台

官公庁手続費 1 式

小　　　　　　計



＜標準艤装＞ （単位：円）
明　　細　　書

費目 工種・種別 数量 単位 単価 金額 摘要

ポンプ積載装置
傾斜式レール

1 式

ゲート型フレーム 1 式

リアステップ 1 式

赤色回転灯LED式 1 式

電子サイレン 1 式

赤色点滅灯（後方左
右）LED式

2 式

団マーク　シールタイ
プ

1 式

ホースラック 65㎜×20m　5本用 1 式

サーチライトLED式 1 式

ＡＭ・ＦＭラジオ 1 式

小　　　　　　計



＜小型動力ポンプ＞ （単位：円）
明　　細　　書

費目 工種・種別 数量 単位 単価 金額 摘要

消防用小型動力ポンプ B-3級，自動吸水 1 台

小　　　　　　計



＜標準取付付属品＞ （単位：円）
明　　細　　書

費目 工種・種別 数量 単位 単価 金額 摘要

吸水管　バンド付 ７５㎜×６ｍ 1 本

吸水管ポリカゴ ７５㎜ 1 個

吸水管ストレーナ ７５㎜ 1 個

吸水管ロープ １０㎜×１０ｍ　 1 本

吸水管枕木 ゴム製 1 個

消火栓媒介金具 ７５メスねじ×６５差メス 1 個

ホース 1.6MPs　65㎜×20m　 5 本
1年間のメーカ保証も

しくは動産保険付

管鎗
６５㎜，軽量アルミ製　
ＹＯＮＥ製

1 本

中継媒介金具逃し弁付き コワレンゾー 1 個

噴霧ノズル
23㎜×65㎜　ＮＭ－
Ⅱ

1 本

二又金具 Ｄ型　ＹＯＮＥ製 1 本

ポンプ用充電器 12V用 1 台

ポンプ用サーチライト 三脚付 1 台

ホースブリッジ Ｓ型（ゴム製） 1 式

消火栓開閉金具
地上式，地下式，消火
栓キー

1 式

スコップ 剣先 1 本

自動車用消火器 10型 1 本

鳶口 1.8m 2 本

梯子 1.8m（伸縮式） 1 式

車輪止め ゴム製 1 組

燃料携行缶 金属　10リットル 1 個

作業灯 1 個

ポンプ工具 1 式

ホース背負器 カバー付 1 台

旗立て装置 1 個

フローティング式スト
レーナ75

取付金具なし，流量最大
1,500L,可能最低水深2㎝ 1 個



費目 工種・種別 数量 単位 単価 金額 摘要

無反動管鎗α
取付金具なし
ＹＯＮＥ製

1 個

ヴァリアブルノズル 23㎜　ＹＯＮＥ製 1 個

小　　　　　　計



物品調達における同等品による入札の取扱いについて 

 

平成２９年１１月 ９日 

大 崎 市 総 務 部 財 政 課 

 

市が発注する物品調達の入札（見積合わせを含む。）において，仕様書に参考品を示した上で，

同等品による入札も認める場合は，次のように取り扱いますので，ご留意願います。 

 

１ 同等品の定義 

物品調達の入札において，市が仕様書に示す参考品と同程度以上の品質，性能等を有する

ものとして認める物品をいいます。 

 

２ 同等品の確認方法 

(１) 同等品により入札する場合は，現場説明調書等に示す質問の期限までに，メーカー名，

品名，品番を記載した質問・回答書及びカタログの写しを持参又はＦＡＸにより提出し，

市の確認を受けてください。 

なお「質問・回答書」の様式は大崎市公式ウェブサイトからダウンロードできます。 

    大崎市公式ウェブサイト（http://www.city.osaki.miyagi.jp）   

ホーム →  事業者向け → 入札・契約情報  → 入札・契約関連様式 → 物品調達 

      入札書など様式（入札書，委任状，質問・回答書，辞退届，見積書） 

(２) 既に他の入札予定者が同等品確認の期限までに市の確認を得ている同等品により入札

する場合は，自らの同等品確認の手続きを省略して入札することができます。 

 

３ 積算内訳書の提出 

(１) 入札時に提出する積算内訳書は，原則として仕様書に規定する様式を使用してくださ

い。 

(２) 参考品又は同等品のいずれによる入札であるかを確認するため，積算内訳書の備考欄

に，参考品又は同等品の区分とメーカー名，品名，品番を必ず明記してください。 

 

４ 注意事項 

(１) 参考品又は同等品ではない物品により入札し，落札した場合は，その物品の納入は認

められませんので，原則として落札価格の範囲内で参考品又は同等品のいずれかを納入し

ていただきます。 

(２) (１)の場合で，落札者が参考品又は同等品のいずれも納入することができないときは，

その入札を無効として落札決定を取消し，予定価格の範囲内で入札した他の者を落札者と

することがあります。 

 

５ 適用範囲及び適用日 

(１) この取扱いは，物品調達の入札等において，特定の物品を調達する場合及び仕様書に

物品の仕様概要のみを定めている場合は適用されません。 

(２) この取扱いは，平成２９年１１月９日以降に入札公告又は指名通知する物品調達の入

札（見積合わせを含む。）から適用します。 


